
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人 東京大学の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

役員報酬支給基準は、主に月額及び賞与から構成されている。月額については、東京
大学役員給与規則に則り、俸給月額（736,000円）に教育研究連携手当（143,520円）を加
算して算出している。賞与についても、東京大学役員給与規則に則り、（（俸給月額＋教
育研究連携手当の月額）＋（俸給月額＋教育研究連携手当の月額）×100分の20＋俸給
月額×100分の25）に100分の172.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間における
その者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

令和７年度では、国家公務員給与改定の状況を踏まえた改定として、①俸給月額の
20,000円増額を実施し、②賞与の支給割合を年間0.05月分引上げた。

役員報酬支給基準は、東京大学役員給与規則に則り、日給額（40,000円）としている。
令和７年度では、国家公務員給与改定の状況を踏まえた改定として、日給額の1,000円

増額を実施した。

当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたっては、国家公務員指定職俸給
表の俸給月額を踏まえ、国家公務員給与の改定状況等を参考として決定している。

役員の賞与については、東京大学役員給与規則に基づき、「総長は、その者の職務実績及び国立大学法人評価
委員会が行う業績評価の実施年度にあってはその結果を勘案して、賞与の額の１００分の１０の範囲内で増額し、又
は減額することができる」仕組みとしている。また、総長の賞与については、総長選考・監察会議による職務実績の評
価により、賞与の額の１００分の１０の範囲内で一時金を支給又は給与を減額する仕組みとしている。

役員報酬支給基準は、主に月額及び賞与から構成されている。月額については、東京
大学役員給与規則に則り、俸給月額（1,250,000円）に教育研究連携手当（243,750円）を
加算して算出している。賞与についても、東京大学役員給与規則に則り、（（俸給月額＋
教育研究連携手当の月額）＋（俸給月額＋教育研究連携手当の月額）×100分の20＋俸
給月額×100分の25）に100分の172.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけ
るその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

令和７年度では、国家公務員給与改定の状況を踏まえた改定として、①俸給月額の
34,000円増額を実施し、②賞与の支給割合を年間0.05月分引上げた。

役員報酬支給基準は、主に月額及び賞与から構成されている。月額については、東京
大学役員給与規則に則り、俸給月額（933,000円）に教育研究連携手当（181,935円）を加
算して算出している。賞与についても、東京大学役員給与規則に則り、（（俸給月額＋教
育研究連携手当の月額）＋（俸給月額＋教育研究連携手当の月額）×100分の20＋俸給
月額×100分の25）に100分の172.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間における
その者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

令和７年度では、国家公務員給与改定の状況を踏まえた改定として、①俸給月額の
25,000円増額を実施し、②賞与の支給割合を年間0.05月分引上げた。

役員報酬支給基準は、東京大学役員給与規則に則り、日給額（51,000円）としている。
令和７年度では、国家公務員給与改定の状況を踏まえた改定として、日給額の1,000円

増額を実施した。

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

24,887 14,626 7,064
2,852

344
（教育研究連携手当）

（特例一時金） ※

千円 千円 千円 千円

20,317 10,921 5,802
2,129

263
1,200

（教育研究連携手当）
（通勤手当）

（副学長手当）
※

千円 千円 千円 千円

20,270 10,921 5,802
2,129

217
1,200

（教育研究連携手当）
（通勤手当）

（副学長手当）
3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

20,433 10,921 5,802
2,129

379
1,200

（教育研究連携手当）
（通勤手当）

（副学長手当）
※

千円 千円 千円 千円

20,377 10,921 5,802
2,129

324
1,200

（教育研究連携手当）
（通勤手当）

（副学長手当）
3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

20,053 10,921 5,802
2,129
1,200

（教育研究連携手当）
（副学長手当） ※

千円 千円 千円 千円

20,192 10,921 5,802
2,129

138
1,200

（教育研究連携手当）
（通勤手当）

（副学長手当）
※

千円 千円 千円 千円

19,081 10,921 5,802
2,129

228
（教育研究連携手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

18,939 10,921 5,802
2,129

86
（教育研究連携手当）

（通勤手当） 3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

5,850 5,850 0 0

千円 千円 千円 千円

14,637 8,612 4,159
1,679

186
（教育研究連携手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

6,357 6,357 0 0

注2：「教育研究連携手当」とは、賃金、物価及び生計費等が特に高い地域等に所在する勤務箇所に在勤する

役員に支給するものである。

注3：「副学長手当」とは、副学長を兼ねている常勤の役員に対して支給するものである。

注4：「特例一時金」とは、国家公務員の給与改定の状況を踏まえ、俸給月額等の改定分を増額したものである。

注５：「前職」欄の「※」は、独立行政法人等の退職者であることを示す。

注６：「前職」欄の「◇」は、役員出向者（国家公務員退職手当法第8条第1項の規定に基づき、独立行政法人等

役員となるために退職し、かつ、引き続き当該独立行政法人等役員として在職する者）であることを示す。

I理事
（非常勤）

前職

H理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

G理事

E理事

F理事

B理事

C理事

D理事

A監事

B監事
（非常勤）

注1：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間企
業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

東京大学は、世界的教育研究拠点として、教育の質と研究の質のさらなる高度化を図
り、国内外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使命としてい
る。これらの使命を担っていくため、総長のリーダーシップの下、将来構想である「UTokyo
Compass 2.0 多様性の海へ：対話が創造する未来（Into a Sea of Diversity: Creating the
Future through Dialogue）」では、「知をきわめる」「人をはぐくむ」「場をつくる」という多元的
な３つの視点（Perspective）から、目標を定め行動の計画を立て、それらに好循環を生み
だすことを通じて、世界の公共性に奉仕する総合大学として、優れた多様な人材の輩出
と、人類が直面するさまざまな地球規模の課題解決に取り組んでいる。

そうした中で、総長は教職員数約8,000名の法人の代表としてその業務を総理するととも
に、校務を司り、所属教職員を統督し、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担って
いる。

東京大学総長の報酬月額については、国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏ま
え、国家公務員給与の改定状況等を参考とした場合には、法人の長としての報酬水準は
妥当であると考えられるが、独立行政法人通則法第50条の2による役員報酬等の規定にあ
る民間企業の役員の報酬等を踏まえつつ引き続き検討していきたい。

東京大学は、世界的教育研究拠点として、教育の質と研究の質のさらなる高度化を図
り、国内外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使命としてい
る。これらの使命を担っていくため、総長のリーダーシップの下、将来構想である「UTokyo
Compass 2.0 多様性の海へ：対話が創造する未来（Into a Sea of Diversity: Creating the
Future through Dialogue）」では、「知をきわめる」「人をはぐくむ」「場をつくる」という多元的
な３つの視点（Perspective）から、目標を定め行動の計画を立て、それらに好循環を生み
だすことを通じて、世界の公共性に奉仕する総合大学として、優れた多様な人材の輩出
と、人類が直面するさまざまな地球規模の課題解決に取り組んでいる。

そうした中で、理事は、経営企画、予算配分、教員人事、施設、病院、研究、懲戒、教
育、情報、学生支援、入試・高大接続、評価、研究倫理、国際、ダイバーシティ＆インク
ルージョン、総務、150周年記念事業、社会連携・産学官協創、財務、資産活用、コンプラ
イアンス、事務組織、人事労務、法務など多岐に亘る役割に対し、総長を補佐して大学法
人の業務を掌理している。

東京大学理事の報酬月額については、国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏ま
え、国家公務員給与の改定状況等を参考として決定しており、その職務内容の特性等を
踏まえても、理事としての報酬水準は妥当であると考えられる。

東京大学の非常勤理事として、コミュニケーション戦略などの役割に対し、総長を補佐し
て大学法人の業務を掌理するために選任され、職責については常勤理事と同等であるこ
とから、非常勤理事としての報酬水準は妥当であると判断する。

東京大学は、世界的教育研究拠点として、教育の質と研究の質のさらなる高度化を図
り、国内外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使命としてい
る。これらの使命を担っていくため、総長のリーダーシップの下、将来構想である「UTokyo
Compass 2.0 多様性の海へ：対話が創造する未来（Into a Sea of Diversity: Creating the
Future through Dialogue）」では、「知をきわめる」「人をはぐくむ」「場をつくる」という多元的
な３つの視点（Perspective）から、目標を定め行動の計画を立て、それらに好循環を生み
だすことを通じて、世界の公共性に奉仕する総合大学として、優れた多様な人材の輩出
と、人類が直面するさまざまな地球規模の課題解決に取り組んでいる。

そうした中で、監事は監査環境の整備及び法人内の情報の収集に積極的に努め、特に
出資事業の状況、中期目標及び中期計画並びにUTokyo Compassの達成状況、大学の
ガバナンス（内部統制、コンプライアンスを含む）、産学協創、産学連携、寄附受入の取組
みと資金運用、研究インティグリティ、公的研究費の管理、情報セキュリティ、大学債の状
況、資産の管理運用、病院セグメントの状況、子会社等の状況などを重点項目に監事監
査を実施をしている。

東京大学監事の報酬月額については、国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏ま
え、国家公務員給与の改定状況等を参考として決定しており、その職務内容の特性等を
踏まえても、監事としての報酬水準は妥当であると考えられる。

東京大学の非常勤監事として、監査体制の中立性及び独立性を一層高めるために選任
され、職責については常勤監事と同等であることから、非常勤監事としての報酬水準は妥
当であると判断する。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

3,673 4 令和6年8月31日 1.0333

千円 年 月

該当者なし

注：監事Aについては、既に仮の業績勘案率により算出した支給額（3,555千円、令和6年度)を当該役員に対して
仮支給していたが、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定したことにより確定した退職手当の総額である。

５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事
（非常勤）

監事A

判断理由

該当者なし

理事

法人の長

在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当であると考える。

役員の賞与については、東京大学役員給与規則に基づき、「総長は、その者の職務実績及び国立大学法人評価
委員会が行う業績評価の実施年度にあってはその結果を勘案して、賞与の額の１００分の１０の範囲内で増額し、又
は減額することができる」仕組みとしている。また、総長の賞与については、総長選考・監察会議による職務実績の評
価により、賞与の額の１００分の１０の範囲内で一時金を支給又は給与を減額する仕組みとしている。

該当者なし

法人の長

理事

理事
（非常勤）

該当者なし

当該監事は、令和２年９月１日から令和６年８月31日までの４年間、監査の方針や職務分担に従い監事としての基
本的業務を果たすとともに、その時々の要請に応じた着実な監査を行った。その結果を毎年詳細な監事監査報告
書にまとめ、改善事項の指摘等により本学の業務運営の向上に寄与した。

また、役員会、経営協議会、教育研究評議会、総長選考・監察会議をはじめとする学内の主要な会議に出席する
ことで本学の業務運営の状況を把握し、適切に意見を述べた。特に、研究インテグリティ等の新たな課題に対して客
観的な視点から適切に意見することにより、重要な役割を果たした。

当該監事の業績勘案率については、担当業務に対する貢献度と国立大学法人評価委員会が行う法人業績評価
の結果を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、1.0333と決定した。

該当者なし

理事
（非常勤）

監事A

法人での在職期間

監事B
（非常勤）
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

当該法人職員の給与水準を検討するにあたっては、労使交渉によって自主的・自律的に勤
務条件を決定することを基本としつつ、人件費の状況や国家公務員の給与等、民間企業の
従業員の給与等、業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態等を総合的に勘案し
たうえで、国の給与法を重要な参考資料として給与改定を実施している。なお、人件費管理
については、教員と教員以外の職員の区分に分け部局ごとに採用可能数を配分し、その配
分数の範囲内で雇用管理を行っている。

前1年間における勤務成績に応じて昇給を、従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の
評価に基づき昇格を実施し、また、勤勉手当において勤務成績に応じた支給割合（成績率）
を設定することにより反映する仕組みを導入している。

東京大学教職員給与規則に則り、俸給及び諸手当（俸給の調整額、管理職手当、役職手
当、初任給調整手当、扶養手当、教育研究連携手当、住居手当、単身赴任手当、超過勤務
手当、休日出勤手当、夜勤手当、宿・日直手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当等）を支
給している。

期末手当については、期末手当基準額（俸給＋扶養手当＋教育研究連携手当＋役職段
階別加算額）に100分の125の支給割合を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間における
その者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。勤勉手当については、勤勉手当
基準額（俸給＋教育研究連携手当＋役職段階別加算額）に期間率と勤勉手当の支給基準
に定める成績率、総長選考加算率及び業務加算率を乗じて得た額としている。

令和７年度では、国家公務員給与改定の状況を踏まえ、当該改定に準じて、令和７年４月１
日に、①号俸数の大くくり化等の俸給表の見直しを行い、それに伴う号俸の切替及び昇給号
俸数の見直しを実施し、②子に係る扶養手当の支給月額を1,500円引上げ、教育職俸給表
（一）5級等で配偶者に係る扶養手当を廃止した。

また、令和８年３月１日から、③各俸給表について俸給月額等を平均約3.3％引上げ（若年
層に重点を置きつつ、その他の職員も引上げ改定）、④初任給調整手当の支給月額を500円
引上げ、⑤期末・勤勉手当の支給割合を年間0.05月分引上げ、⑥自動車等使用者に対する
通勤手当の月額を使用距離に応じて200円から7,100円の範囲で引き上げた。なお、③、④お
よび⑥の改定については、令和７年４月１日から令和８年２月２８日まで適用するものとした場
合、及び⑤に伴う改定後の支給基準を年間で適用するものとした場合の支給額と既支給額の
差額に相当する額を特例一時金として支給することとした。
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２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

5,967 45.8 8,952 6,516 153 2,436
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,732 46.0 7,425 5,449 184 1,976
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,932 48.9 10,829 7,818 148 3,011
人 歳 千円 千円 千円 千円

968 36.5 6,579 4,884 108 1,695
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 54.6 6,491 4,795 162 1,696
人 歳 千円 千円 千円 千円

37 47.4 8,860 6,476 205 2,384
人 歳 千円 千円 千円 千円

279 43.5 7,095 5,214 168 1,881
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 53.0 7,282 5,326 203 1,956
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 45.4 6,997 5,163 200 1,834
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

44 63.5 4,188 3,412 171 776
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 63.5 4,188 3,412 171 776
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

20 35.3 5,996 4,506 164 1,490
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

20 35.3 5,996 4,506 164 1,490

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。
注２：教育職種（附属高校教員）とは、附属中等教育学校教員を示す。
注３：常勤職員のその他医療職種（看護師）には、保健師を含む。

注４：常勤職員の医療職種（病院医師）、再雇用職員の教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）、
医療職種（病院看護師）、非常勤職員の事務・技術、教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）については、
該当者がいないため欄を省略した。

注５：常勤職員の指定職種、再雇用職員の技能・労務職種、医療職種（病院医療技術職員）、       

その他医療職種（看護師）、非常勤職員の医療職種（病院医療技術職員）については、該当者が2人以下のため
当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、各区分の全体の数値からも
除外している。

注６：在外職員、任期付職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

非常勤職員

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

区分

その他医療職種
（看護師）

指定職種

うち賞与

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：8,862人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：6,330人

うち所定内

その他医療職種
（医療技術職員）

平均年齢

その他医療職種
（看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

技能・労務職種

再雇用職員

総額

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

教育職種
（附属高校教員）

人員

事務・技術

事務・技術

医療職種
（病院医療技術職員）

常勤職員

令和７年度の年間給与額（平均）
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[年俸制適用者]

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

308 44.8 6,908 6,908 142 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

195 40.6 8,357 8,357 125 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

110 51.9 4,284 4,284 175 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 52.2 8,908 8,908 8 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.3 3,571 3,571 105 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.3 3,571 3,571 105 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

1,693 45.1 6,014 6,014 177 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

626 51.4 5,205 5,205 207 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

50 33.0 5,459 5,459 185 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

535 43.9 7,403 7,403 159 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

482 39.5 5,580 5,580 155 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：非常勤職員（年俸制）については、本学では常勤職員として取り扱っている。
注２：常勤職員(年俸制)の事務・技術、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、再雇用職員(年俸制)の

事務・技術、教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、非常勤職員(年俸制)の
教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師については、該当者がいないため欄を省略した。

注３：再雇用職員(年俸制)の高度学術、非常勤職員(年俸制)の医療職種（病院看護師）、卓越教授については、
該当者が2人以下のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、
各区分の全体の数値からも除外している。

注４：特任教員とは、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教を示す。
注５：在外職員、任期付職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

卓越教授

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

再雇用職員(年俸制)

職域限定職員

高度学術

常勤職員(年俸制)

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

特任教員

医療職種
（病院医療技術職員）

特任研究員

職域限定職員

高度学術

非常勤職員(年俸制)

事務・技術
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③

注：年齢20～23歳の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

平均給与額を記載していない。

④

（事務・技術職員)

平均
人 歳 千円

部長 17 56.6 11,908

課長 119 54.6 9,708

副課長 212 55.4 8,269

上席係長 218 53.8 8,060

係長 677 47.9 7,237

主任 138 43.7 6,575

係員 351 29.1 5,318

注：「課長」には、「事務長」、「次長」、「上席技術専門員」、「シニアエキスパート」、「チーフエキスパート」を含む。
   「副課長」には、「副事務長」、「専門員」、「技術専門員」、「シニアエキスパート」、を含む。

   「係長」には、「事務室長」、「エキスパート」、「技術専門職員」、「シニアエキスパート」、「シニアスタッフ」を含む。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員)
〔年俸制適用者、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。〕

平均年齢

8,367～5,445

8,825～6,968

分布状況を示すグループ

千円

6,559～4,401

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

（最高～最低）

13,510～10,528

11,660～5,701

11,184～6,431

8,996～5,300

   「上席係長」には、「主査」、「専門職員」、「シニアエキスパート」、「エキスパート」を含む。

 「係員」には、「一般職員」、「一般技術職員」を含む。
 「主任」には、「シニアスタッフ」を含む。

人員
年間給与額
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350

400

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円
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③

④

（教育職員（大学教員）)

平均
人 歳 千円

教授 1,192 55.5 12,823

准教授 826 47.0 10,211

講師 232 44.9 9,357

助教 665 40.7 7,956

助手 17 57.7 7,955

年齢別年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）)
〔年俸制適用者、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。〕

職位別年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

24,376～9,297

9,299～6,106

8,493～7,566

15,928～7,740

14,528～7,316

0

50
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350
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450

500

0

2,000

4,000

6,000
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10,000

12,000

14,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円
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③

注：年齢20～23歳の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

平均給与額を記載していない。

④

（医療職員（病院看護師）)

平均
人 歳 千円

看護部長 2

副看護部長 5 56.5 9,859

看護師長 50 52.5 8,815

副看護師長 94 48.2 7,365

看護師 817 34.0 6,193
注１：「看護部長」については該当者2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

平均年齢以下の事項については記載していない。
注２：「副看護師長」には、「シニアエキスパート」を含む。

「看護師」には、「助産師」、「シニアエキスパート」を含む。

年齢別年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）)
〔年俸制適用者、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。〕

職位別年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

10,311～9,607

千円

9,606～7,266

8,718～5,351

8,010～4,785
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））

千

人
千円
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⑤

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

53.7 53.4 53.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.3 46.6 46.4

％ ％ ％

         最高～最低 52.8～42.7 52.8～43.0 52.8～43.0

％ ％ ％

54.0 54.0 54.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.0 46.0 46.0

％ ％ ％

         最高～最低 55.8～41.3 55～39.3 54.3～41.4

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

51.7 51.7 51.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

48.3 48.3 48.3

％ ％ ％

         最高～最低 58.2～42.9 60.3～42.9 58.2～43.2

％ ％ ％

54.4 54.4 54.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.6 45.6 45.6

％ ％ ％

         最高～最低 56.0～29.0 56.0～39.3 56.0～38.7

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

50.4 51.5 51.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

49.6 48.5 49.0

％ ％ ％

         最高～最低 56.0～32.2 56.0～44.9 56.0～41.1

％ ％ ％

54.0 53.8 53.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.0 46.2 46.1

％ ％ ％

         最高～最低 52.8～42.0 52.8～42.1 52.8～42.1

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 95.9
・年齢・地域勘案 86.7
・年齢・学歴勘案 94.3
・年齢・地域・学歴勘案 85.9
（参考）対他法人 111.4

（法人の検証結果）

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 34.9％
（国からの財政支出額 115,494（百万円）、支出予算の総額 330,735（百
万円）：令和7年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（令和6年度決算）

【管理職について】
7.6％（常勤職員1,732名中132名）

【給与・報酬等支給総額について】
支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 46.0％
（支出総額 129,948（百万円）、給与・報酬等支給総額 59,876（百万円）：
令和6年度決算）

【検証結果】
国からの財政の支出割合は34.9％であり、累積欠損もなく、人事院勧告を
勘案した給与改定を実施するなど、給与水準は適切であると考える。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

講ずる措置 今後も適切な給与水準の維持に努めていく。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合
的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与
水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き
続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。
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○医療職員（病院看護師）

・年齢勘案 109.9
・年齢・地域勘案 104.4
・年齢・学歴勘案 109.9
・年齢・地域・学歴勘案 104.7
（参考）対他法人 112.0

○教育職員（大学教員）

（法人の検証結果）

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 34.9％
（国からの財政支出額 115,494（百万円）、支出予算の総額 330,735（百
万円）：令和7年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（令和6年度決算）

【管理職について】
5.9％（常勤職員968名中57名）

【給与・報酬等支給総額について】
支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 46.0％
（支出総額 129,948（百万円）、給与・報酬等支給総額 59,876（百万円）：
令和6年度決算）

【検証結果】
国からの財政の支出割合は34.9％であり、累積欠損もなく、人事院勧告を
勘案した給与改定を実施するなど、給与水準は適切であると考える。

教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 108.6

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和７年度の
教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給与水準
（年額）の比較指標である。

項目 内容

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

本学の医療職種（病院看護師）が勤務する病院が1級地（東京都特別区）に
あること、令和7年国家公務員給与等実態調査の「適用俸給表別、性別、最
終学歴別人員」による医療職俸給表（三）適用者の最終学歴は、大学卒
10.0%、短大卒88.5%、高校卒1.4%であるのに対し、本学は大学卒75.5%、短
大卒23.9%、高校卒0.6%であること、同調査の「適用俸給表別、級別（最終
学歴別）人員」による医療職俸給表（三）適用者の１級（准看護師）の構成割
合は1.7%であるのに対し、本学は0％であることにより、対国家公務員指数
を上回ったと考えられる。

給与水準の妥当性の
検証

講ずる措置 今後も適切な給与水準の維持に努めていく。

対国家公務員
指数の状況

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合
的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、対国家公務員指数
が全て100を上回っていることについての理由の説明及び給与水準の妥当
性の検証結果から、国と職員構成が異なること等を考慮すると、適切な対応
が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていた
だきたい。
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（教育職員（大学教員））

（扶養親族がいない場合）
○２７歳（助教博士修了初任給）

月額336,900円 年間給与5,066千円
○３５歳（助教）

月額429,363円 年間給与7,218千円
○５０歳（教授）

月額640,400円 年間給与11,050千円
※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者3,000円（教授を除く）、子1人につき
11,500円）を支給

前1年間における勤務成績に応じて昇給を、従事する職務に応じ、かつ、総合的な能
力の評価に基づき昇格を実施し、また、勤勉手当において勤務成績に応じた支給割合
（成績率）を設定することにより反映する仕組みを導入している。

（事務・技術職員）

（扶養親族がいない場合）
○２２歳（一般職員大卒初任給）

月額232,000円 年間給与3,490千円
○３５歳（主任）

月額358,858円 年間給与6,045千円
○５０歳（副課長）

月額454,817円 年間給与7,752千円
※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者3,000円、子1人につき11,500円）を支給
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Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注１：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

注２：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に

係る費用及び人材派遣契約にかかる費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書「18役員及び教職員

の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

「給与、報酬等支給総額(A)」について、令和７年度の国家公務員給与改定の状況を踏まえた給
与水準の改定及び令和６年度人事院勧告に基づく俸給表の改定等による増額（4.1％）並びに令
和７年度より決算上の区分の整理を行ったことで、従来「非常勤役職員等給与(C)」に計上されて
いた人件費の一部を組み入れたことによる増額（0.9%）により、対前年度比約5％の増となった。

「最広義人件費」においては、給与、報酬等支給総額の増額、雇用増加による非常勤役職員等
給与の増額、及びこれらに伴う福利厚生費の増額により、全体として対前年度比3.7％の増となっ
た。

大学教員の定年年齢は65歳である。大学教員以外の教職員については、令和５年４月１日に定
年年齢を60歳から65歳に引き上げた（２年に１歳ずつ段階的に引き上げ、令和13年４月１日に65
歳となる。）。定年年齢の引上げに伴い、大学教員以外の管理監督職の教職員については、60歳
に達した日の翌日から最初の４月１日までの期間に非管理監督職に配置換する制度を設けてい
るほか、大学教員以外の教職員の基本給については、60歳に達する年度から７割水準とすること
とした。

特になし

62,905,413

非常勤役職員等給与
46,597,924 48,490,865 50,024,180 51,516,467

退職手当支給額
4,229,710

区 分

給与、報酬等支給総額
57,425,352 57,778,509 59,876,967

3,876,686 4,473,012 4,000,673

福利厚生費
14,613,026 14,812,531 15,574,283 16,297,675

最広義人件費
122,866,013 124,958,592 129,948,444 134,720,230
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